
○
厚
生
労
働
省
告
示
第
二
百
六
十
八
号

障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
及
び
基
準
該
当
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
に
要
す
る
費
用
の

額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
五
百
二
十
三
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
厚
生
労
働
大
臣

が
定
め
る
送
迎
を
次
の
よ
う
に
定
め
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日

厚
生
労
働
大
臣

小
宮
山
洋
子

厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
送
迎

一

障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
及
び
基
準
該
当
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
に
要
す
る
費
用

の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
五
百
二
十
三
号
）
別
表
介
護
給
付
費
等
単
位
数
表

（
以
下
「
介
護
給
付
費
等
単
位
数
表
」
と
い
う
。
）
第
６
の

の
注
１
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
送
迎
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次
に
掲
げ
る
基
準
の
い
ず
れ
に
も
適
合
す
る
こ
と
。

指
定
生
活
介
護
事
業
所
（
障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
等
の
人
員
、
設
備

(１)
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
令
第
百
七
十
一
号
。
以
下
「
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
基

準
」
と
い
う
。
）
第
七
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
生
活
介
護
事
業
所
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
指
定

障
害
者
支
援
施
設
（
障
害
者
自
立
支
援
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す

る
指
定
障
害
者
支
援
施
設
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
、
当
該
指
定
生
活
介
護
事
業
所
又
は
指
定
障
害
者
支
援
施



設
に
お
い
て
行
わ
れ
る
指
定
生
活
介
護
（
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
基
準
第
七
十
七
条
に
規
定
す
る
指
定
生
活
介

護
を
い
う
。
）
又
は
指
定
障
害
者
支
援
施
設
が
行
う
生
活
介
護
に
係
る
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
に
つ
き
、
利

用
者
の
送
迎
を
行
っ
た
場
合
で
あ
る
こ
と
。

原
則
と
し
て
、
当
該
月
に
お
い
て
、
一
回
の
送
迎
に
つ
き
、
平
均
十
人
以
上
（
た
だ
し
、
利
用
定
員
が
二
十
人

(２)
未
満
の
事
業
所
に
あ
っ
て
は
、
一
回
の
送
迎
に
つ
き
、
平
均
的
に
定
員
の
百
分
の
五
十
以
上
）
の
利
用
者
が
利
用

し
、
か
つ
、
週
三
回
以
上
の
送
迎
を
実
施
し
て
い
る
場
合
で
あ
る
こ
と
。

二

介
護
給
付
費
等
単
位
数
表
第
７
の

の
注
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
送
迎

12

指
定
短
期
入
所
事
業
所
（
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
基
準
第
百
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
短
期
入
所
事
業

所
を
い
う
。
）
が
、
当
該
指
定
短
期
入
所
事
業
所
に
お
い
て
行
わ
れ
る
指
定
短
期
入
所
（
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス

基
準
第
百
十
四
条
に
規
定
す
る
指
定
短
期
入
所
を
い
う
。
）
の
利
用
に
つ
き
、
利
用
者
の
送
迎
を
行
っ
た
場
合
で
あ

る
こ
と
。

三

介
護
給
付
費
等
単
位
数
表
第

の
７
の
注
、
第

の

の
注
、
第

の

の
注
、
第

の

の
注
及
び
第

の

11

12

11

13

14

14

13

15

15

の
注
に
お
い
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
送
迎

第
一
号
の
規
定
を
準
用
す
る
。


